
＿ヾ 2 コ一丁イ  ネ⊥ター  

旦●連絡を受けた臓器移植ネットワークにおいては、直ちにコー  

ディネ」ターを派遣すること。派遣されたコーディネーター   

は、主治医から説明者として家族に紹介を受けた後に、家族に  

対して、脳死判恵の概要、臓器移植を前提として法に規定する   
脳死判定により脳死と判定された場合には、法において人の死   

とされていること、本人が臓器を提琴する意思及び脳死判定に   

従う意思を書面で表示し、かつ、家族が臓器提供及び脳死判定   
を拒まない場合に、脳死した本人から臓器を摘出することがで  

止⊥連絡を受けた臓器移植ネットワークにおいては、直ちにコ   

ーディネーターを派遣すること。派遣されたコ一ディネ一夕   

ーは、主治医から説明者として家族に紹介を受けた後 

族に対して、脳死判定の概要、臓器移植を前提として法に規   
定する脳死判定により脳死と判定された場合には、法におい   

て人の死とされていること、本人が脳死判定に従う意思がな  

次のいずれかに該  していない場合であって、   いことを表示  

するときに、脳死した本人から臓器を摘出することができる  
きること等について必要な説明を行うとともに、・本人が書面笹  

より脳死の判定に従い、潤  

いるか否かについて、また親族に対して臓器を優先的に提供す  

こと等について必要な説明を行うこと且 

ヱ 本人が月蔵器を提供する意思を書面により表示し、かつ、   

家族が摘出及び脳死判定を拒まないとき  

4 杢△瑚蔵器を提供する意思がないことを表示しておら   

ず、カ欄行うことを書面によ   

り承諾しているとき 

る意思を表示しているか否かについて書面により確率するこ  

と云   

（2）凋書面盈   捌の2に   
濁零する範囲の家族に対して十分確認することい  

特に、臓器を提供する寒尽がないこと又は法に基づく脳死   
判定に従う意思がないことの表示については、十分注意して  

確蕎思すること   

享た、頗表示している場合  

には、併せて親族に対して臓器を優先的に提供する意思を表   
示しているか否かについて書面により確認すること。  

臼⊥ 

諾する意思があるか否かについて確認すること。   

主立」家族が、脳死判定を行うこと及び臓器を提供すること  

せ拒享なり意思があるか否かについて確認すること。   

臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し当該臓器を優  
先的に痕供する意思を表示していることが書面により確認さ  

杢△蚕臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し当該  

臓器を優先的に提供する意思を表示していることが書面に  
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れた場合には、親族への優先提供に関して必要な説明を行うと   

ともに、該当する親族の有無及び当該親族の移植希望者（レシ   

ピエント）登録の有無について把握すろこと。   

主治医は、家族が希望する場合には、これらの者の説明に立   

ち会うことができること。   

な旦」説明に当たっては、脳死判定を行うこと及び臓器を提   

供することに関する家族の承諾の任意性の担保に配慮し、承諾   

を強要するような言動があってはならず、説明の途中で家族が   

説明の継続を拒んだ場合は、その意思を尊重すること。また、   

家族の置かれている状況にかんがみ、家族の心情に配慮しつつ   

説明を行うこと。   

生 脳死を判定する医師は、本人が書面により脳死の判定に従   

い、カ聯示していること並びに家族も   

脳死判定を行うこと及び臓器を提供することを拒まないこと  

より確認された場合には、親族への優先提供に関して必要な   

説明を行うとともに、該当する親族の有無及び当該親族の移   

植希望者（レシピエント）登録の有無について把握すること。  

⊥呈⊥主治医は、家族が希望する場合には、これらの者の説明に   

立ち会うことができること。  

⊥旦L説明に当たっては、脳死判定を行うこと及び臓器を提供す  

ることに関する家族の承諾の任意性の担保に配慮し、承諾を   

強要するような言動があってはならず、説明の途中で家族が   

説明の継続を拒んだ場合は、その意思を尊重すること。また、   

家族の置かれている状況にかんがみ、家族の心情に配慮しつ   

つ説明を行うこと。  

註 脳死を判定する医師   

脳死を判定する医師は、本人が脳死判定に従う意思がないこ   

とを表示していない場合であって、次のいずれかに該当するこ  

土を確認の上で、法に規定する脳死判定を行うこと。   

三 木人が臓器を提供する意思を書面により表示し、かつ、  

家族が摘出及び脳死判定を拒まないとき又は家族がいな   

族がいないことを確認の上で、法に規定する脳死判定を  

行うこと。  

いとき  

乙 本人が臓器を提供する意思がないことを表示しておら   

ず、かつ、家族が摘出及び脳死判定を行うことを書面によ   

り承諾しているとき  

なお、家族が希望する場合には、家族を脳死判定ら羊立ち会わ  

せることが適切であること。   

第7 脳死下での臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関す   

なお、脳死を判定する医師は、家族が希望する場合には、家   

族を脳死判定に立ち会わせることが適切であること。   

盈旦 臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関する事項  

法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めている   

ものであり、臓器移植にかかわらない一般の脳死判定について定   

めているものではないこと。このため、治療方針の決定等のため  

る事項   

法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めている．  

ものであり、脳死下での臓器移植にかかわらない一般の脳死判定  
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に行われる一般の脳死判定については、従来どおりの取扱いで差  

し支えないこと。  

について定めているものではないこと。このため、治療方針の決  
定等のために行われる一般の脳死判定については、従来どおりの  

取扱いで差し支えないこと。   

（削除）  笈ヱ 角膜及び腎臓の移嘩脚こ関する事項   
二剛莫及び腎臓の移植に関する法律（昭和M年法律界63号）   

は、輝いわゆる心停止後に行われる   

角膜及び腎臓の移植については、法附則第4条により、本人が生   

存中に眼球又は腎臓を移植のために提供する意思を書面により   

表示↓ていない場合（本人が日艮球又は腎臓を提供する意思がない   

ことを表示している場合を除く。）即おり、当   

該眼球又は腎臓の摘出について、遺族から書面により承諾を得た  
摘出することができること。   上で、  

また、㈱こおいて  
も、御が、この場合の脳  

死判定は治療方針の決定等のために行われる5騨  
の一般の脳死判定に該当するものであり、法第6条第2項に定め  

られた脳死判定には該当しないものであること。したがって、こ  

の場合においては、従来どおりの取扱いで差し支えなく、法に規  

定する脳死判定を行うに先だって求められる本人の脳死判定に  

従う等の意思表示及びそれを家族が拒まない等の条件は必要で  

ないこと。  

第8 臓器摘出に係る脳死判定に関する事琴   

1 脳死判定の方法  

法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則  

において定められているところであるが、さらに個々の検査の  

手法については、「法的脳死判定マニュアル」（厚生科学研究  

第8・臓器摘出に係る脳死判定に関する事項   

1 脳死判定の方法  

法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則  

において定められているところであるが、さらに個々の検査の  

手法については、「法的脳死判定マニュアル」（厚生科学研究  
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